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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書及

びその要約書を公告の日から起算して 1 月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

平成 28 年  6 月 16 日（木） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

平成 28 年  6 月 16 日（木）付けの以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

［ 別紙 1参照 ］ 

・茨城新聞（朝刊）  

・福島民友（朝刊）  

・福島民報（朝刊）  

 

② 地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 

以下の広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

［ 別紙 2-1～2-5参照 ］ 

・広報きたいばらき     6 月号（No.721）P 5 

・市報たかはぎ       6 月号（No.677）P 12 

・ひたちおおたお知らせ版  6 月 10 日号（No.529）P 6 

・広報はなわ        6 月号（No.631）P 14 

・広報やまつり       6 月号（No.663）P 18 

 

③ インターネットによるお知らせ 

以下のホームページに「お知らせ」を掲載した。 

［ 別紙 3-1～3-4参照 ］ 

・茨城県ホームページ 

・福島県ホームページ 

・いわき市ホームページ 

・当社ホームページ 
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(3) 縦覧場所 

自治体庁舎 12 か所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 

①  自治体庁舎 

・茨城県庁 3 階行政情報センター 

 （茨城県水戸市笠原町 978 番 6） 

・福島県庁西庁舎 8 階生活環境部環境共生課 

 （福島県福島市杉妻町 2-16） 

・北茨城市役所環境産業部生活環境課     

 （茨城県北茨城市磯原町磯原 1630） 

・高萩市役所企画部企画広報課 

 （茨城県高萩市春日町 3-10-16） 

・常陸太田市役所市民生活部環境政策課 

 （茨城県常陸太田市金井町 3690） 

・常陸太田市里美支所里美地域振興課 

 （茨城県常陸太田市大中町 1653） 

・塙町役場まち振興課 

 （福島県東白川郡塙町大字大町三丁目 21 番地） 

・塙町公民館     

 （福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町 80 番地） 

・矢祭町役場町民福祉課     

 （福島県東白川郡矢祭町大字東館字舘本 66） 

・いわき市本庁舎 1 階 

 （福島県いわき市平字梅本 21 番地） 

・田人ふれあい館（田人支所） 

 （福島県いわき市田人町旅人字下平石 191） 

・鮫川村役場内 

 （福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿 39 番地 5） 

 

②  インターネットの利用 ［ 別紙 3-4参照 ］ 

当社ホームページに方法書の内容を掲載した。 

https://www.invenergyllc.com/PublicFilings/ibaraki.aspx 

 

(4) 縦覧期間 

平成 28 年 6 月 16 日（木）から平成 28 年 7 月 19 日（火）までとした。 

自治体庁舎は午前 9 時半から午後 5 時まで（土・日曜日、祝日を除く）とし、インターネッ

トは縦覧期間中常時アクセス可能とした。 

  



 

3 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函者数）は 5 名であった。 

（内訳）茨城県庁 3 階 行政情報センター      0 名 

福島県庁 西庁舎 8 階 生活環境部環境共生課 1 名 

北茨城市役所 環境産業部生活環境課     1 名 

高萩市役所 企画部企画広報課        1 名 

常陸太田市 役所市民生活部環境政策課    0 名 

常陸太田市 里美支所里美地域振興課     1 名 

塙町役場 まち振興課            0 名 

塙町公民館                 0 名 

矢祭町役場 町民福祉課           0 名 

いわき市本庁舎 1 階            1 名 

田人ふれあい館（田人支所）         0 名 

鮫川村役場内                0 名 
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２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を

開催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

［ 別紙 1参照 ］ 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

・開催日時：平成 28 年 6 月 26 日（日）18 時 30 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：矢塚コミュニティ消防センター（福島県東白川郡塙町大字那倉字矢塚 73-2） 

・来場者数： 21 名 

 

・開催日時：平成 28 年 6 月 27 日（月）18 時 30 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：小川田園都市センター（茨城県北茨城市関本町小川 381-2） 

・来場者数：  9 名 

 

・開催日時：平成 28 年 6 月 28 日（火）18 時 30 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：緑の郷コミュニティセンター（茨城県高萩市下君田 755） 

・来場者数： 21 名 

 

・開催日時：平成 28 年 6 月 29 日（水）18 時 30 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：田人ふれあい館（田人支所）会議室 2（福島県いわき市田人町旅人字下平石 191） 

・来場者数：  3 名 

 

・開催日時：平成 28 年 6 月 30 日（木）19 時 30 分から 20 時 30 分まで 

・開催場所：里川コミュニティセンター（茨城県常陸太田市里川町 117 番地の 1） 

・来場者数： 11 名 

 

・開催日時：平成 28 年 7 月  1 日（金）18 時 30 分から 19 時 30 分まで 

・開催場所：追分地区多目的集会所（福島県東白川郡矢祭町大字上関河内字馬渡戸 41-7） 

・来場者数：  6 名 

 

・開催日時：平成 28 年 7 月  4 日（月）19 時 00 分から 20 時 00 分まで 

・開催場所：青生野集落センター（福島県東白川郡鮫川村大字青生野大犬平 39） 

・来場者数： 12 名 

  



 

5 

３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を有する者の

意見書の提出を受け付けた。 

     ［ 別紙 4～5 参照 ］ 

 

(1) 意見書の提出期間 

平成 28 年 6 月 16 日（木）から平成 28 年 8 月 2 日（火）までの間 

（縦覧期間及びその後 2 週間とし、郵便受付は当日消印有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法                 

① 縦覧場所及び説明会会場に備え付けた意見書箱への投函 

② 当社への郵送による書面の提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出は 4 通、意見総数は 16 件であった。 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要

とこれに対する当社の見解 

 

「環境影響評価法」第 8 条第１項の規定に基づき、環境影響評価方法書について、環境の保全

の見地から提出された意見は 16 件であった。 

 

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と当社の見解 
 

１．全般的事項 

No. 意見の概要 当社の見解 

1 本計画に対しては計画段階配慮書縦覧において、

国有保安林の保全を優先する旨、意見を述べてきま

したが、方法書における具体的な発電機配置案に

は、配慮が欠落しているとしか思えません。机上で

の地形的優位性のみを選定の条件としているので

しょうか。国有保安林には地域の代表的な自然林が

多く、特に福島県塙町側については、モミの自然林

を始め、ブナ、ミズナラ、サワグルミ、ケヤキ等の

自然林が残されており、計画地北側一体は重要な地

域であります。また、事業区域周辺では専門家ヒア

リング結果より、クマタカの生息が確認されている

中、福島県側については、地形的な要因より、デー

タも無く、綿密な調査が行われていません。山域面

積の規模や営巣可能な樹種の存在が各種資料に掲

載されており、綿密な調査が不可欠であると思いま

す。加えて、本調査計画では、調査地点が事業区域

外（発電機未設置区域）に多数設定されており、あ

えて避けているのでしょうか。地形的な課題を念頭

に行うべきです。このことは、希少猛禽類を始めと

する動物に留まらず、植物や水環境と主要項目全般

に及びます。軽易な路網上の調査を優先するのでは

なく、発電機配置予定箇所の詳細調査を実施すべき

です。また、水環境の調査方法においては、「冬季

を除く、平水時の 3 回程度」とありますが、近年多

発するゲリラ豪雨を想定する必要があるのではな

いでしょうか。特に「四時川」源流部は尾根が連続

しており、影響が大きく、調査箇所の追加を地質調

査を含め行うとともに、土地造成による影響につい

ては、山地災害等、汚濁以外も予測すべきです。 

最後に、発電機配置予定箇所から人家までの距離

が余りも、接近しています。2m 以上の離隔確保を

図るとともに、健康被害の実情を地域住民には説明

すべきです。さらに、放射線の影響については、放

射線量率の高低ではありません。樹木の伐採、土地

造成と工事施工時における放射性物質の広範囲な

拡散を予測するべきであり、樹木や土壌の放射性物

資の含有量を的確に把握することは不可欠であり

ます。 

方法書に記載の対象事業実施区域については、風況マ

ップ及び標高から好風況が見込まれる場所を選定してお

ります。今後、環境調査、予測及び評価を行い、周辺環

境への影響を回避又は極力低減できるよう努めます。 

国有保安林については、森林法の保安林解除や保安林

内作業許可に基づき、森林管理署や農林事務所と協議を

行い、森林の転用面積を必要最小限にするように努めま

す。特に、自然林については植物相調査と植生調査を行

い、対象事業実施区域内の状況を把握し、風力発電施設

の配置選定の検討材料となるよう結果を整理していきま

す。 

ヒアリングで情報の得られたクマタカについては、生

息状況を確認するため、区域から離れた場所も地点とし

て選定しています。その他の猛禽類についても、対象事

業実施区域を含め広い範囲を調査範囲として調査を実施

し、生息状況を把握いたします。なお、対象事業実施区

域内はほとんどが樹林地であり、区域内からは視界が遮

られることから、調査地点を区域外に設定し、区域内を

視認するように調査を実施しております。なお、各項目

の調査地点の選定理由については、本方法書の第 6 章に

記載しております。 

水環境については、降雨時にも調査を実施いたします。

また、山地災害等については、今後ボーリング等の地質

調査を行い、対策に努めてまいります。 

本方法書では、最寄り住居から 800m の離隔をとるよ

うに風力発電機配置予定位置を設定いたしましたが、今

後も引き続き調査、予測及び評価を実施し、配慮に努め

てまいります。また、法に基づき住民説明会を実施し、

周辺住民との情報共有に努めてまいります。 

対象事業実施区域及びその周囲における放射線の影響

については、平成 27年度の空間線量率が最大 0.140μSv/h

（北茨城市関本町小川）であり、「除染等業務に従事する

労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」（厚生労

働省、制定：平成 23 年、改正：平成 26 年）に基づくと、

森林土壌等における放射性セシウム濃度は 283.2Bq/kg と

推測されます。本値は「除去土壌」及び「汚染廃棄物」

の判定基準である 1 万 Bq/kg を下回っていますが、今後、

残土については切土・盛土両を均等化して極力発生量を

少なくするとともに、万一発生する場合には土留柵を作

り土砂の流出防止に努めた上で対象事業実施区域内の残

土処分場に処分いたします。また、工事に伴う伐木等の

廃棄物については極力対象事業実施区域内での再利用に

努め、万一廃棄する場合は「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき適正に処

理し、配慮に努めてまいります。 
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２．動物・植物・生態系 

No. 意見の概要 当社の見解 

1 コウモリ類の調査手法について 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影響

を受ける分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念され

ており（バット＆バードストライク）、調査等におい

ても重点化されている。本方法書においては鳥類の調

査予測手法は明記されているが、コウモリ類に対する

調査予測手法は具体性に久しい。従って、本意見はコ

ウモリ類への適切な手法を用いた影響評価を意見す

るものである。 

 

1．文献資料調査 

第 4.3-7 表（1）の「重要な種」に抽出されている種

が適切ではない。茨城県 RL（2015）ではヤマコウモ

リは削除されている。エリアに隣接する IB のユビナ

ガコウモリ（日立市）、DD①のヒナコウモリ（大子町）

を加えた 3 種は高空を飛翔し季節移動を行うことか

ら、根拠のないエリア区分を行わずに、各分類群にお

ける行動圏を鑑みた抽出を行い、バットストライクの

影響を予測すべきである。 

また福島県 RDBⅡ（2003）ではいわき市・広野町

にかかるメッシュにおいて「テングコウモリ（希少）」

が記録されているが、本方法書では第 3.1-26 表（1）

に抽出されたテングコウモリが第 4.3-7 表（1）では削

除されている。この理由を説明すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマコウモリについては、ご指摘のとおり、茨城県

RL（2015）において選定されておりませんが、福島県

RDB（2003）では VU に選定されていることから、第

4.3-7 表（1）に記載しております。なお、同表の選定

基準のうち、茨城県 RL の列である④を空欄としてお

ります。 

エリアについては、方法書 p.47 に記載のとおり、関

係市町村を対象といたしました。また、文献において

メッシュに基づく生息・生育状況が記載されている場

合は、対象事業実施区域を含むメッシュを対象に種の

抽出を行いました。 

テングコウモリについては、方法書の作成時にいわ

き市を関係市町村に追加したことに伴い、第 3.1-26 表

の文献資料調査結果に新たに追加いたしました。なお、

第 4.3-7 表は配慮書時の記載であり、削除しているので

はありません。 

 

2 2．現地調査手法 

以下の具体的な調査手法を記述すべきである。 

①哺乳類相としてのコウモリ類の生息種の把握 

日本産哺乳類の 1/3 はコウモリ類が占めている。こ

のことから地域の哺乳類相としてコウモリ類の生息

種を把握することは必須である。このことを踏まえフ

ィールドサイン調査においては、洞穴類や構造物等の

コウモリ類の日中のねぐらを探索する。捕獲調査にお

いてはかすみ網やハープトラップを用いて、林内飛翔

類と開放空間飛翔種の捕獲を行う。 

 

 

 

方法書の第 6 章に記載のとおり、コウモリ類につい

ても調査を実施し、コウモリ相の状況を把握いたしま

す。なお、フィールドサイン調査時には洞穴などでの

個体の確認、夜間調査時にはバットディテクターを用

いた超音波音声による確認、また捕獲調査時にはハー

プトラップとカスミ網を併用した確認をそれぞれ行い

ます。 
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No. 意見の概要 当社の見解 

3 ②バットディテクターによる入感状況調査（超音場音声

調査） 

先に述べたように、本方法書の段階では鳥類の調査が

主体で、特に空間飛翔調査におけるコウモリ類について

の調査手法は具体性に乏しい。コウモリ類は超音波を用

いて夜間に自由飛翔することから、夜間における無人の

超音波音声記録調査を行うことで、鳥類よりも低いコス

トでコウモリ類の在不在を把握することができる。さら

に、既存資料によって確認されているコウモリ類のう

ち、ヤマコウモリ、（ヒナコウモリ、ユビナガコウモリ）

は高空飛翔を行う種であり、バットストライクの影響を

最も受けやすい。また、各種の超音波音声はそれぞれ異

なった周波数やパルス型を有していることから、ヘテロ

ダイン方式のバットディテクターを使用してもその判

別は不可能でありデータ自体に客観性がない。 

具体的には、すべての調査においてフルスペクトラム

方式の機種を使用し、入感した超音波音声の位置とパル

スを記録（録音）する。調査範囲におけるコウモリ類の

生息利用位置の面的把握のため、複数の地点において 1

晩以上の超音波音声調査及び日没後数時間のラインセ

ンサスによる超音波音声調査を行う。さらに空間的把握

のため気象観測塔などにマイクを取付けてブレード回

転域内の高さでの超音波音声調査を行う。そして、すべ

ての調査で録音されたパルスを解析して、飛翔コウモリ

類の出現頻度やピーク周波数及びパルス型の類型化を

行う。 
 

 

 

高空を飛翔する種を把握する調査方法はまだ確立

されていないため、生息の有無の確認を行います。

フィールドサイン調査時の洞穴などでの個体の確認

や、バットディテクターの超音波音声による確認及

びハープトラップとカスミ網の併用による捕獲によ

る確認を実施し、コウモリ相の把握をいたします。

その上で、新しい知見や生息情報の収集を、今後も

引き続き行い、保全措置や事後調査の検討を行って

まいります。 

4 3．専門家へのヒアリング 

本方法書においては鳥類の専門家へのヒアリングの

みで、鳥類とともに最も影響が懸念されるコウモリ類の

専門家へのヒアリングが行われていない。そのため、コ

ウモリ類の最新の生息情報が調査されておらず既存資

料調査に不備が多い。今後、コウモリ類の専門家へのヒ

アリングを実施し、適切な現地調査手法や解析、予測評

価についてのアドバイスを受けるべきである。 
 

 

方法書以降の手続きにおいては、コウモリ類の専

門家へヒアリングを実施いたします。 

5 ●コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 

風力発電施設供用によるコウモリへの影響を予測す

るために、必要十分な調査を行うべきである。必要十分

な調査については、事業者とその委託先であるコンサル

タントの独自の判断によらず、バットストライクについ

て十分な知識のある「コウモリの専門家」にヒアリング

を行うべきである。本方法書では「動物の専門家」にコ

ウモリについてヒアリングを行っているが、「動物の専

門家」では対象分野が広すぎるため、不適切である。必

ず「コウモリ類の専門家」にヒアリングを行うべきだ。 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための

手引き」（平成 23 年 1 月、平成 27 年 9 月修正版、環境

省）には、コウモリ（翼手）類について、「専門家から

の聞き取り、文献調査、聞き取り調査及び現地調査を実

施し、希少コウモリ類の生息や渡り経路、重要なねぐら

（コロニー等）、採餌地が存在する可能性を検討する必

要がある。なお、希少コウモリ類の重要な生息地や渡り

経路、ねぐらが存在する可能性が示唆された場合は、専

門家の指導を受けつつ調査を進め、必要に応じて保全措

置をとることが望まれる。」（3-108）と記載されている

ので、コウモリ類の専門家への聞き取り調査を実施すべ

きではないか。 
 

 

方法書以降の手続きにおいては、コウモリ類の専

門家へヒアリングを実施いたします。 
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No. 意見の概要 当社の見解 

6 ●コウモリ類の保全について 

コウモリは夜間にたくさんの昆虫を食べるので、生

態系のバランスや人間生活にとって、非常に役立つ益

獣である。しかしコウモリ類が、風車にぶつかり死亡

する事例が国内外で報告されており深刻な問題とな

っている。風車で、益獣であるコウモリを殺さないで

ほしい。重要種も、重要種以外のコウモリも、すべて

のコウモリに配慮し、保全対策を必ずしてほしい。 
 

 

現在、コウモリ類についての保全措置は、いろいろ

な案件で検討されているところです。新たな知見の入

手に努めながら、保全措置を検討いたします。 

7 ●コウモリ類の調査手法について 

p.288 に「バットディテクターを用いてコウモリ類

の飛来状況を確認する」とあるが、使用するバットデ

ィテクターの機種名、調査時間の記載がない。ヘテロ

ダイン方式のバットディテクターは周波数が固定さ

れるので、コウモリの活動モニタリングには不適切で

ある。バットディテクターは、周波数解析が可能な方

式を活用すること。 
 

 

バットディテクターの使用の際には、タイムエクス

パンション方式とヘテロダイン方式を併用して実施い

たします。 

8 ●コウモリ類の調査手法について 

p.288 に「バットディテクターを用いてコウモリ類

の飛来状況を確認する」とあるが、バットディテクタ

ーの探知距離は短く、地上からは高空（つまりブレー

ドの回転範囲）の利用状況は把握できない。方法書に

記載したコウモリ類の調査手法は手抜きであるので

コウモリ類の専門家の指導のもと調査手法を再検討

すること。 
 

 

方法書以降の手続きにおいては、コウモリ類の専門

家へヒアリングを実施いたします。 

9 ●コウモリ類の調査手法について 

コウモリ類は採餌のため夜間飛翔するが、風車にぶ

つかり死亡する事例が国内外で報告されており深刻

な問題となっている。しかし方法書に記載した調査手

法・調査地点・調査時期・調査回数では単なる『コウ

モリ相の把握』（どんな種がいるか、のみ）しかでき

ず、影響予測に必要な情報（コウモリの出現頻度、出

現時期・出現時間帯、高空の出現状況など）が得られ

ない。よって、コウモリ類について高度別の飛来状況

を把握するなど調査の重点化をするべきだ。 
 

 

コウモリ類の高空の出現状況や種の把握について

は、現在調査方法を模索している状態と考えておりま

す。まずはコウモリ相の把握を行い、新しい知見や情

報の収集に努めながら、保全措置を検討いたします。 

10 ●コウモリ類の捕獲調査について 

繁殖期間中の捕獲調査は、妊娠中や育児中のメス個

体への影響が特に大きいので、コウモリ類の専門家の

指導のもとで行うこと。特にハープトラップは、夕方

設置して朝方回収などということを絶対に行うべき

ではない。捕獲されている間は水が飲めないので個体

へのダメージが大きい。繁殖期間中は、ねぐらに残し

た幼獣への授乳もできなくなる。設置後は必ず、2～3

時間ごとに見まわるなどすること。 
 

 

コウモリ類の捕獲調査にあたっては、繁殖期間中の

捕獲調査は避けるよう計画しています。また、ハープ

トラップについては、常時調査員を配置して実施いた

します。 

11 ●コウモリ類の捕獲調査について 

ハープトラップは林内空間を飛翔するコウモリ（コ

テングコウモリなど林床を飛翔するタイプ）を対象と

しているので高空飛翔するコウモリ（ヤマコウモリや

ヒナコウモリなど）を捕獲するために、ハープトラッ

プだけでなくカスミ網も併用すること。 
 

 

ハープトラップとカスミ網を併用して調査を実施い

たします。 

 

  



 

10 

No. 意見の概要 当社の見解 

12 ●コウモリ類の捕獲調査について 

捕獲によってかく乱が起こるので、「バットディテ

クターを用いてコウモリ類の飛来状況を確認する」調

査及び捕獲調査は同夜に実施しないこと。 

 

バットディテクターは、捕獲調査時には、周辺を飛

来する個体を確認するため併用いたします。ご指摘の

とおり、捕獲による撹乱を避けるため、同夜に調査を

実施するとしても捕獲地点とは離れた場所、または別

の夜に実施いたします。 
 

13 ●コウモリ類の保全対策、供用後のモニタリングの実

施 

現地調査によりコウモリ類への影響が予測される

場合、保全対策と供用後のモニタリング手法について

は事業者とその委託先であるコンサルタントの独自

の判断によらず、バットストライクについて十分な知

識のあるコウモリの専門家に、手法や時期など適切で

あるか、きちんとヒアリングを行うべきである。 
 

 

 

事後調査については、準備書以降の手続きにおいて

コウモリ類の専門家にヒアリングを行い、検討してい

きます。 

14 ●意見書の提出方法について 

わざわざ意見を述べるのに、郵送すると費用がかか

る。アセスで意見を求めているのは本件だけでなく多

数あるので、郵送で意見書を求めるのは金銭的負担が

かかり迷惑だ。なぜ E メールで意見書を受け付けな

いのか。改善を望む。 
 

 

意見の提出方法については、郵送と意見書箱へのご

投函をお願いしたいと考えておりますが、ご意見を受

けまして郵送の場合には金銭的負担のないような対応

を検討させていただきます。 

 

３．その他 

No. 意見の概要 当社の見解 

1 いわき市のホウシャノウの安全性をもっとまわり

というか日本国すべてにつたえてほしい。 
 

ご意見を受けまして留意に努めてまいります。 
 



 

 

 

日刊新聞に掲載した公告 

 

・茨城新聞 

・福島民報 

・福島民友 

  

[別紙 1] 



 

 

 

 

自治体広報誌への掲載 

 

「広報きたいばらき」6月号掲載 

 

 

[別紙 2－1] 



 

 

 

 

「市報たかはぎ」6月号掲載 

 

 

[別紙 2－2] 



 

 

 

 

「ひたちおおたお知らせ版」6月 10日号掲載 

 

 

[別紙 2－3] 



 

 

 

 

「広報はなわ」6月号掲載 

 

 

 

[別紙 2－4] 



 

 

 

 

「広報やまつり」6月号掲載 

 

  

[別紙 2－5] 



 

 

 

 

茨城県ホームページ掲載内容 

 

○平成 28年 6月 16日（木）より、環境政策課 環境影響評価図書の公告・縦覧等に掲載 

 

  

[別紙 3－1] 



 

 

 

 

福島県ホームページ掲載内容 

 

○平成 28年 6月 16日（木）より、環境共生課 環境影響評価実施案件に掲載 

 

[別紙 3－2] 



 

 

 

 

いわき市ホームページ掲載内容 

 

○平成 28年 6月 16日（木）より、環境企画課 環境保全対策・お知らせに掲載 

 

[別紙 3－3] 



 

 

 

 

当社ホームページ掲載内容 

 

○平成 28年 6月 16日（木）より、当社ホームページに掲載 

 

  

[別紙 3－4（1）] 



 

 

 

 

  

[別紙 3－4（2）] 



 

 

 

[別紙 3－4（3）] 



 

 

 

             お 知 ら せ 

 

「（仮称）茨城風力発電事業 環境影響評価方法書」の縦覧について 

 

1. 縦覧期間 

平成２８年６月１６日（木）から平成２８年７月１９日（火）まで 

（土・日・祝祭日を除く） 

 

2. 縦覧時間 

午前９時３０分から午後５時まで 

 

3. 閲覧用紙の記入 

環境影響評価方法書をご覧になられた方は、恐れ入りますがご意見の有無にかか

わらず、備え付けの用紙に住所・氏名をご記入の上、ご投函ください。 

 

4. 意見書の受付 

「（仮称）茨城風力発電事業 環境影響評価方法書」について、環境の保全の見

地からご意見をお持ちの方は、備え付けの用紙のご意見欄に意見の理由を含めてご

記入の上、意見書箱にご投函頂くか、下記宛先までご郵送ください。 
 

○受付期間：平成２８年６月１６日（木）から平成２８年８月２日（火）まで 

     （郵送の場合は８月２日消印有効） 

 ○郵送の場合 

  宛先：〒１０２－００８４ 東京都千代田区二番町５番地５ 

               番町フィフスビル ５階 

インベナジー・ジャパン合同会社 上原 宛 

○記載事項 

 ①氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名 

  及び主たる事務所の所在地） 

 ②意見書の提出の対象である方法書の名称 

 ③方法書について、環境の保全の見地からの意見（日本語により意見の 

  理由を含めて記載してください） 
  
 ※方法書は、インベナジー・ジャパン合同会社のホームページでも 

公表しています。 

 

5. お問い合せ先 

インベナジー・ジャパン合同会社 

担当者名：上原 

電話番号：０３－６２６１－４４５６ 

（土・日・祝祭日を除く、午前９時３０分から午後５時まで） 

以 上 

[別紙 4] 



 

 

 

「（仮称）茨城風力発電事業 環境影響評価方法書」 

 

閲覧用紙 

 

 

ご住所                

 

 

ご氏名                 

 

 

環境の保全の見地からのご意見をお持ちの場合は、ご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注１：本用紙の情報は、個人情報保護の観点から適切に取扱います。 

 ２：この用紙に書ききれない場合は、裏面又は同じ大きさ（Ａ４サイズ）の用紙をお使い下

さい。 

 

[別紙 5] 


